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事業報告書（平成３０年度） 
学校情報の公開 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学校法人 中川学園 

中川学園調理技術専門学校 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①学校の概要、目標及び計画 
名称 学校法人中川学園 中川学園調理技術専門学校 
校長名 中川純一 
所在地 茨城県水戸市見和３－６６３－１０ 
沿革・歴史 学校法人中川学園のあゆみ 

    1954 年 「水戸クッキングスクール」開設 初代校長中川紀子 



    1957 年 茨城県知事認可 「中川料理学園」に変更 

    1969 年 厚生大臣指定「中川調理師学校」開設 水戸南町 

    1978 年 専門学校認可 

    1983 年 学校法人認可 

        名称変更「中川学園調理師専門学校」に変更 

    1976 年 校舎新築 

    1995 年 専門課程「調理コース 2年制」を開設 

        名称「中川学園調理技術専門学校」に変更 水戸市見和へ移設 

    1999 年 2 代目校長中川純一が就任 

    2003 年 専門課程「調理製菓コース 2年制」を開設 

    2004 年 製菓棟増築 

    2014 年 文部科学省 職業実践専門課程認定 

    2016 年 南棟増設。第 1実習室改装工事 

 
目的 調理師の養成 
教育理念 率直かつ明朗な人間関係を基盤とし、調理師資格保持者にふさわしい教育を行う。

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ３．組織図 

         

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

評議員会 

中川学園調理技術専門学校 
校長 中川 純一 

理事会 

総務部・経理部 

学校関係者 
評価委員会 

監事 

大町校舎 ：料理教室 調理師学校 統轄部 



 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

②各学科等の教育 
入学に関する受け

入れ方針 
【専門課程】高等学校卒業または高等学校卒業認定者 
【高等課程】中学校を卒業したもの 

入学定員 
入学者 
在籍人数 

専門課程  入学定員 100 名 2 学年合計 200 名 高等課程 入学定員 100 名 
入学者数  90 名           
在籍人数   159 名 

成績評価基準 試験による。平常の受講態度、学校生活態度も加味する。 
進級・卒業 
単位認定 

科目ごとに授業の出席時間数 および 成績評価により認定する。 
試験においては 100 点満点中 60 点以上を合格とする。 

取得する資格・ 
検定 

調理師免許、食品技術管理専門士、衛生専門士、食育インストラクター、介護食士

3 級（調理コース）、カフェクリエーター2 級（調理製菓コース） 
資格取得・検定試

験の合格等の実績 
調理師（１００％）食育インストラクター（９８．４％）、介護食士 3 級（調理コ

ース）（９６．９％）、カフェクリエーター（調理製菓コース 2 級）（１００％） 

卒業者数 平成 30 年度卒業生 ７７名 

卒業者の進路 Ｈ30 年度実績  
ひらまつ、上野精養軒、スパリゾートハワイアンズ、水戸京成ホテル、ヒルトン成

田、サザコーヒー、グリュイエール、ルブラン、日京クリエイト他 
 
 
②－１ カリキュラム 

専門課程 調理コース 
教科課目 授業時数 授業概要 

＜必修課目＞ 

食生活と健康 
衛 生 法 規      

90 時数

衛生概論、調理師法、労働基準法、労働安全衛生法 
調理師の関する法律 

公衆衛生学 公衆衛生概論、衛生統計概要、感染症と疾病予防、

環境保健 

事務 

教務部 

広報 

実習指導部 

教務科 
実習指導室 

専門課程 
調理製菓コース 

専門課程 
調理コース 

高等課程 

教育課程編成委員会 



食品の栄養と特性 
栄 養 学 

150 時数

栄養整理、ライフスタイルと栄養、栄養素の機能 

食 品 学 食品の特徴と性質、食品の加工、食品化学 

食品の安全と衛生 

食品衛生学 

150 時数

食中毒、寄生虫、消毒法、食品添加物、食品衛生対

策 

衛 生 法 規      衛生概論、調理師法、食品衛生法、 
調理師の関する法律 

衛生実習 衛生実験、実習 

調理理論と食文化

概論 

食文化概論 
180 時数

食文化伝統料理と郷土料理、世界と日本の食文化 

調理理論 調理の種類と特徴、調理操作、調理科学、調理施設 

調理実習 630 時数 基本調理技術、日本料理、西洋料理、中国料理 等 

総合調理実習 90 時数 献立作成から行う総合調理実習（集団給食を含む） 

＜選択必修課目＞ 

フードサービス実習 120 時数 献立作成、総合調理実習、サービス実務 

店舗実習 180 時数 学外実習 調理師として必要な実務実習 

フードビジネス学 60 時数

経 営 実 務       経営に関する全般、損益分岐 
サービス実務 サービス概念  

サービストレー、プレートの持ち方 
開 店 計 画       開店までの準備、立地条件、開店資

金 

一般教養 90 時数

外国語  英語、フランス語、イタリア語 
中国語の選択科目 

簿記   商業簿記 
芸術   デッサン、カリグラフィ 

合 計 1,710
時数

 

 専門課程 調理製菓コース 
教科課目 授業時数 授業概要 

＜必修課目＞ 

食生活と健康 
衛 生 法 規      

90 時数

衛生概論、調理師法、食品衛生法、 
調理師の関する法律 

公衆衛生学 衛生統計、感染症と疾病予防、環境保護 

食品の栄養と

特性 栄 養 学 150 時数 栄養整理、ライフスタイルと栄養、栄養素の機能 



食 品 学 食品の特徴と性質、食品の加工、食品化学 

食品の安全と

衛生 食品衛生学 150 時数 食中毒、寄生虫、消毒法、食品添加物、食品衛生対策

調理理論と食

文化概論 

食文化概論 
180 時数

食文化伝統料理と郷土料理、世界と日本の食文化 

調理理論Ⅰ 調理の種類と特徴、調理操作、調理科学、調理施設 

調理実習 600 時数 基本調理技術、日本料理、西洋料理、中国料理 等 

総合調理実習 90 時数 献立作成から行う総合調理実習（集団給食を含む） 

＜選択必修課目＞  

フードビジネス実習 120 時間 献立作成、総合調理実習、サービス実務 

店舗実習 180 時数 学外実習 調理師として必要な実務実習 

フードビジネス学 60 時数

経 営 実 務       経営に関する全般、損益分岐 
サービス実務 サービス概念  

サービストレー、プレートの持ち方 
開 店 計 画       開店までの準備、立地条件、開店資金 

一般教養 90 時数

外国語  英語、フランス語、イタリア語 
中国語の選択科目 

簿記   商業簿記 
芸術   デッサン、カリグラフィ 

調理理論Ⅱ 90 時数
製菓の種類と特徴、製菓調理操作、製菓調理科学、 
製菓調理施設 

合 計 1,800
時数

 

 

③教職員 
教職員数 専任教職員数 9 名   兼任教員数 33 名 

教職員の組織・教員の

専門性 
校長、教員、助手、事務職員 
専門調理師、調理師、管理栄養士、栄養士、法学士 

 
 
 
④キャリア教育 



キャリア教育への 
取り組み状況 

入学時より随時就職オリエンテーションを実施。内容としては履歴書の書き

方、企業説明会の参加、個別面接指導、就職相談等を行っている。 

実習・実技の取り組み

状況 
1 年次は基本技術の習得を目標に、日本、西洋、中国の各料理の基本と菓子の

基本を学ぶ。2 年次は希望する料理を専攻し、それぞれの料理の応用を学ぶ。

校外実習において自分の適性・進路の方向性見極めさせる。 

就職支援等の取り組み

状況 
求人票の掲示、過去の就職状況の公開、学生の個別の就職相談等の支援を行っ

ている。 

 
⑤様々な活動・教育環境 
学校行事 ①入学式・オリエンテーション ②新入生宿泊研修 ③バレーボール大会④

日本料理テーブルマナー ⑤西洋料理テーブルマナー⑥海外研修（希望者）⑦

京都研修（希望者）⑧学園祭 ⑨卒業式・卒業パーティー 
課外活動 グルメピック（調理技術コンクール）参加 

 
⑥学生の生活支援 
学生支援の取組み状況 クラス担任制をとっており、学生が教員に相談しやすい環境を作っている。 

欠席の多い学生には、担任による早めの個人面接を行い、欠席の本質を見極

め、早期の三者面談での対応をしている。精神不安定等の理由から欠席する学

生には、カウンセリングセンターの紹介をしている。それ以外の欠席の学生に

は、保護者との連絡は密に取り情報を共有して多角的に指導している。 

 
⑦学生納付金・就学支援 
学生納付金の取扱い 入学時一時金、入学前に一括納入を基本とする。 

但し、相談のあった生徒に対しては個々の学生に適した納入方法を相談し、 
校長決裁のもとで対応している。 

優秀在校生奨学金制度 本校独自の奨学金制度を行っている。 
●優秀在校生奨学金制度  

学校が定める規定に基づき優秀在校生には奨学金を授与している。 
平成２８年度実績  １６名授与 総額２８万円支給 

●家族入学奨学金制度 
  親兄弟など二親等以内の方が本校を卒業、または在学している場合１０

万円給付する制度 
●成人者自己推薦奨学金制度 

条件を満たす成人者に最高５万円給付する制度（試験あり） 
●高等課程学費一括納入支援制度 

所定の期日までに学費を一括納入する場合に５万円を給付する制度 

公的奨学金窓口業務 希望者に日本学生支援機構奨学金の申し込み窓口業務を行っている。 

 



⑧学校の財務 
学校の財務 下欄参照 

 
⑨学校評価 
自己評価・学校関係者

評価の結果 
自己評価・学校関係者評価に基づき改善点の確認を行っている。外部の委員か

らの意見を尊重し、反映させている。 
別紙 学校関係者報告書参照 

評価結果を踏まえた改

善方法 
自己点検・字自己評価に基づき、今後必要とされる授業内容、方法を検討して

いる。また、カリキュラムの検討も行う。また、業界団体との連絡を密にして、

情報交換や懇親会等の交流の機会を確保している。それらのことが店舗実習

の受け入れにも役立っている。 

 
⑩国際連携の状況 
留学生の受け入れ等 ①ブラジル、アルゼンチンから茨城県交際交流課を通じて研修生を受け入れ

た実績がある。 
②卒業後に、フランスやイタリアとの提携料理学校への進学もできる。 

外国の学校との交流 パリ ル・コルドンブルー料理学校、 
パリ フェランディ料理学校、 
イタリアＩＣＩＦ料理研修施設、   
上記の学校は海外研修の際に訪問し、講習会を受けている。 

授業提携校 パリ ベルエコンセイユ製菓学校（提携校）海外研修時の講習会提携校 
スイス ローザンヌのホテル学校教授 ジェラール・ピエール・カバレロ教授

イタリア ピエモンテ州 ＩＣＩＦ  ムッルー・シモーネ教授 
                  野沢 寛夫氏 
を招き、講習会を実施している。 

 
⑪その他 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



資金収支計算書 
（平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日） 

学校法人 中川学園 
    （単位：円） 

収 入 の 部 支 出 の 部 
区  分 総  計 区  分 総  計 

学生生徒納付金収入           187,315,260 人 件 費 支 出           70,730,445
 授業料 140,876,098  教員人件費 68,450,979
 入学金 12,107,000  職員人件費 1,770,328
 その他 34,332,162  退職金支出 509,138
手 数 料 収 入             4,000,140 教育研究経費支出 85,450,068
 入学検定料 1,294,000 管理経費支出 85,450,068
 その他 2,654,000 設備関係支出 1,363,392
補 助 金 収 入           3,420,000  （車両支出） 0
 県補助金収入 3,420,000 借入金等利息 3,371,052
資産運用収入 200,000 借入金等返済 51,143,706
受取利息・配当金収入 1,987,794 設備関係支出 1,363,392
 資 産 運 用 支 出           3,058,736
事 業 収 入           193,845,194  
雑 収 入           5,047,201  
借 入 金 等 収 入 0  
  
  
  
  

  
前 受 金 収 入           188,055,260  
そ の 他 の 収 入           54,326,135 そ の 他 の 支 出           117,976,592
資 金 収 入 調 整 勘 定           170,844,770 資 金 支 出 調 整 勘 定           △60,038,697
前年度繰越支払資金           140,823,103 次年度繰越支払資金           140,393,707

収入の部合計 413,449,001 支出の部合計 413,449,001
 
 
 
 
 
 
 
 
 



消費収支計算書 
（平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日） 

学校法人中川学園 
（単位：円） 

収 入 の 部 支 出 の 部 
区  分 総  計 区  分 総  計 

学 生 生 徒 納 付 金           187,315,260 人 件 費           70,730,445
手 数 料           4,000,140 教 育 研 究 経 費           110,171,828
補 助 金           3,420,000 (うち減価償却費) 24,721,760
資 産 運 用 収 入           1,987,794 借 入 金 等 利 息           3,371,052
資 産 売 却 差 額 200,000  
事 業 収 入           △881,122  
雑 収 入           5,047,201  
帰 属 収 入 合 計           0  
基 本 金 組 入 額 合 計           0  

  
消費収入の部合計 197,489,273 消 費 支 出 の 部 合 計 214,612,325

  

 基本金組入額合計 △40,543,240

 当年度収支差額 △23,727,292

 翌年度繰越収支差額 △23,727,292

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



貸 借 対 照 表 
（平成３１年３月３１日現在） 

学校法人中川学園 
（単位：円） 

資 産 の 部 負債、基本金及び消費収支差額の部 
科   目 金   額 科   目 金   額 

固 定 資 産           850,221,350 固 定 負 債           223,128,438
 有 形 固 定 資 産          541,513,613  長期借入金 219,227,046
   土地 300,154,810 流 動 負 債                208,306,979
   建物 508,317,403  前受金 188,055,260
   構築物 192,403  その他 278,658

教育研究用機器備品 1,510,245 負 債 計 431,435,417
  その他 31,338,752

基 本 金           1,024,811,483
 特定資産 1,986,954

 その他の固定資産 6,720,783
 第１号基本金 1,006,811,483
 第４号基本金 18,000,000

流 動 資 産           190,812,465 繰越収支差額 △415,213,085
(うち現金預金) 140,393,707 翌年度繰越収支差額 △415,213,085

合   計 1,041,033,815 合   計 1,041,033,815
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



固定資産明細表（財産目録） 
 

（平成 31 年度 3 月 31 日現在） 
 

学校法人中川学園 
（単位：円） 

科目 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 
減価償却後の

累計額 
差引期末残高 摘要 

有

形

固

定

資

産 

土地 300,154,810 0 0 300,154,810  300,154,810

建物 771,946,456 0 0 771,946,456 263,629,053 508,317,403

構築物 1,698,900 0 0 1,698,900 1,506,497 192,403

教育研究用機器備品 3,090,523 1,363,392 1,218,240 3,235,675 2,643,670 292,005

図書 1,897,176 0 0 1,897,176 ― 1,897,176

車両 7,281,991 0 0 7,281,991 6,090,160 1,191,831

校具 46,677,030 0 0 46,677,030 18,427,289 28,249,741

教具 832,020 0 0 832,020 832,016 4

計 1,133,578,906 1,363,392 1,218,240 1,133,724,058 293,428,685 840,295,273

特

定

資

産 

退職給与引当特定資産 1,986,954 0 0 1,986,954 ― 1,986,954

計 1,986,954 0 0 0 ― 1,986,954

そ

の

他 

電話加入権 220,584 0 0 220,584 ― 220,584

保険積立金 4,247,880 44 0 2,247,924 ― 4,247,924

計 4,468,464 44 0 4,468,508 ― 4,468,508

合計 1,140,034,324 1,363,436 1,218,240 1,140,179,520 293,428,685 846,750,835

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



中川学園調理技術専門学校 学則 
（目 的） 
第 １ 条  本校は学校教育法第１２４条の規定による専修学校の教育及びこれに準ずる教育を行 
      い、併せて調理師法第３条第１項第１号に規定する調理師に関する専門の学理と技術     

を修得させ、広く社会に貢献する人材を育成することを目的とする。 
本校の教育理念は「率直かつ明朗な人間関係を基盤とし、調理師資格保持者にふさわし

い教育を行う」ことである。 

（名 称） 
第 ２ 条    本校は、中川学園調理技術専門学校という。 
（位 置） 
第 ３ 条  本校は、茨城県水戸市見和３丁目６６３番１０号に置く。 
（課程、学科、修業年限及び定員） 
第 ４ 条  本校の課程並びに学科、昼夜の別、修業年限及び定員は次のとおりとする。 

課 程 学 科 昼夜の別 修業年限 入学定員 総定員 備 考 
調理専門 調理技術専門学科 昼 ２年 １００人 ２００人  
調理高等 調理高等科 昼 １年 １００人 １００人  

     ２本校には別科(家庭料理本科，家庭料理研究科)を置くものとする。別科に関する事項 

      は別に定める。 
（学 年） 
第 ５ 条  本校の学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終る。 
（学 期） 
第 ６ 条  学年を次の学期に分ける。 

       前期  ４月１日から９月３０日まで 

       後期 １０月１日から翌年の３月３１日まで 
（休業日等） 
第 ７ 条  本校の休業日は次のとおりとする。 

１） 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日 
２） 夏季休業日  概ね ７月２５日から８月３１日まで 
３） 冬季休業日  概ね１２月２５日から１月 ７日まで 
４） 春季休業日  概ね ３月１６日から４月 ４日まで 
５） 創立記念日     ３月２５日 
６） 県 民 の 日         １１月１３日 

     ２校長は、教育上やむを得ないと認めたときは前項の規定に拘わらず休業日に授業を行        

      うことができる。 

     ３校長は、非常の時その他やむを得ないと認めたときは臨時に授業を行わないことができる。 
（教育課程、授業時間数） 
第 ８ 条  本校の教育課程及び授業時数は次のとおりとする。 



              《昼間部 調理専門課程・調理技術専門学科》 
      調理コース 

教科科目 年間授業時数 週時数 

＜必修科目＞  

２５時数 

食生活と健康 ９０時数 

食品と栄養の特性 １５０時数 

食品の安全と衛生 １５０時数 

調理理論と食文化概論 １８０時数 

調理実習 ６００時数 

総合調理実習 ９０時数 

＜選択必修科目＞  

フードサービス実習 １２０時数 

店舗実習 １８０時数 

フードビジネス学 ６０時数 

一般教養 ９０時数 

合 計 １７１０時数 

      調理製菓コース 

教科科目 年間授業時数 週時数 

＜必修科目＞  

２６時数 

食生活と健康 ９０時数 

食品と栄養の特性 １５０時数 

食品の安全と衛生 １５０時数 

調理理論と食文化概論 １８０時数 

調理実習 ６００時数 

総合調理実習 ９０時数 

＜選択必修科目＞  

フードサービス実習 １２０時数 

店舗実習 １８０時数 

フードビジネス学 ６０時数 

一般教養 ９０時数 

調理理論Ⅱ ９０時数 

合 計 １８００時数 

    《昼間部 調理高等課程・調理高等科》 

教科科目 年間授業時数 週時数 

＜必修科目＞  

２８時数 

食生活と健康 ９０時数 

食品と栄養の特性 １５０時数 

食品の安全と衛生 １５０時数 

調理理論と食文化概論 １８０時数 

調理実習 ３００時数 

総合調理実習 ９０時数 

＜選択必修科目＞  

フードビジネス学 ２０時数 



合 計 ９８０時数 

     ２本校の年間授業週時数は３５週以上とする。 

     ３本校の年間授業日数は１７５日以上とする。 

（履修方法） 
第 ９ 条  学生は前条に掲げるそれぞれの教科課目を、すべて履修しなければならない。 
     ２欠課による履修時間不足の補講は、内規に定める。 
（職 員） 
第１０条 本校に次の職員を置く。 

１）校  長 
２）教  員   ６人以上 
３）講  師  １１人以上 
４）助  手   ３人以上 
５）事務職員   １人以上 
６）学 校 医     

     ２本校には、前項各号に掲げる職員の他、必要な職員を置くことができる。 
     ３第１項第１号から第５号に掲げる職員は、専任の常勤職員でなければならない。ただ 
      し同項第３号及び第４号に掲げる職員につき教育上支障がないときはこの限りでない。 
（職 務） 
第１１条 校長は校務をつかさどり、所属職員を監督する。 
     ２教員は学生の教育をつかさどり、職務を分掌する。 
     ３講師は教員に準ずる職務に従事する。 
     ４助手は教員又は講師の職務を助ける。 
     ５事務職員は事務に従事する。 
     ６学校医は学校保健安全法第３２条１項の規定に基づき学校における保健管理に関する専門

的事項をつかさどる。 
（入 学） 
第１２条 入学の時期は学年の始めとする。 
     ２入学資格は次のとおりとする。 
      １）調理専門課程は、高等学校を卒業した者又は学校教育法第１２５条３項に規定する者と

する。 
      ２）調理高等課程は、中学校を卒業した者又は学校教育法第１２５条２項に規定する者とす

る。 
     ３本校に入学しようとする者は所定の入学願書に入学検定料を添えて、所定の期日までに提出

しなければならない。 
     ４入学志願者に対しては、入学試験を行い、校長が入学を許可する。 
     ５入学を許可された者は、指定期日までに所定の学生納付金を納め、入学手続きをとら 
      なければならない。 
     ６前項に定める手続きが所定の期日までに行われないときは、入学の許可を取り消すこ 
      とがある。 
（編入学） 
第１３条 他の調理師養成施設から本校の該当する課程へ編入学を希望する者があるとき、正当 

な理由があると認めた場合には校長が許可することがある。 



（休 学） 
第１４条  学生が病気その他やむを得ない事由のため１ヶ月以上授業に出席することができない 
      ときは、所定の書類にその理由を明記し、保護者連署のうえ校長に願い出なければな 
      らない。 
     ２休学の期間は、調理技術専門学科においては４年、調理高等科においては２年を超え     

てはならない。 
（復 学） 
第１５条   前条の規定により休学中の学生が復学しようとするときは、所定の書類にその事由を 
      明記し、保護者連署のうえ校長に願い出なければならない。 
（退 学） 
第１６条  学生が退学しようとするときは、所定の書類にその事由を明記し、校長に願い出て許 
      可を得なければならない。 
（除 籍） 
第１７条   次の各号のいずれかに該当する者は除籍する。 
      １）第１４条に定める休学期間を超えても、復学できない者 
      ２）学生納付金の納入を怠り、督促を受けても納入しない者 
      ３）２ヶ月以上無断で欠席を続けている者 
（学習評価） 
第１８条   学習の評価は、試験、平素の授業態度及び出席状況等を総合して５段階評価にて行う。 
（進 級） 
第１９条   調理技術専門学科の学生の進級は、学年末において認定する。 
（卒業及び称号の授与） 
第２０条   校長は、第８条及び第９条の規定により全課程を修了したと認められる者には、成績 
      評価のうえ、卒業証書を授与する。 
     ２卒業証書を授与された者には、調理師法第３条第１項第１号の規定による調理師免許  
      取得資格を与える。 
     ３前項により、調理専門課程調理技術専門学科を修了した者には、専門士（衛生専門課 
      程）の称号を授与する。 
（学生納付金） 
第２１条   本校の学生納付金は次のとおりとする。 

 調理技術専門学科 
調理高等科 

(１年次) (２年次) 

授 業 料
調 理 コ ー ス ３８１,０００円 ３６９,０００円 

５０４,０００円
調理製菓コース ３９０,０００円 ３８１,０００円 

実 習 費
調 理 コ ー ス ４３５,０００円 ４２３,０００円 

４４４,０００円
調理製菓コース ４５０,０００円 ４４１,０００円 

入 学 金
一般入試合格者 ２４０,０００円 ― ２４０,０００円

推薦入試合格者 ２００,０００円 ― ２００,０００円



施 設 費  ８０,０００円  ８０,０００円 ８０，０００円 

入学検定料 
一 般 入 試  ２０,０００円 －   ２０,０００円

推 薦 入 試   １０,０００円 －   １０,０００円

          
 ２授業料及び実習費は、本校に在籍する間は、出席の有無にかかわらず、調理高等科は 

      ６ヶ月分、調理技術専門学科は１年分を一括して次のとおり納入するものとする。な 
      お第１４条の規定により休学を認めたときは、その期間はこれを徴収しない。 

１） 調理高等科の学生は、入学の日及び９月３０日までに納入する。 
２） 調理技術専門学科の学生は、１年次は入学の日までに、２年次は３月３１日まで 

に納入する。 
     ３入学金及び施設費等は所定の日までに納入するものとする。 
     ４納入済の第１項に定める学費は、原則として返還しない。ただし、自己責任によらない受傷

等、又は校長が認めた特別な事情が生じた等により就学継続が困難であると校長が認めた場

合は、請求により納入金の一部又は全部を返還することがある。 
（表 彰） 
第２２条   校長は、成績、性行ともに優れ、他の学生の模範となる学生、又は奇特な行いのあっ 
      た学生を表彰することができる。 
（奨学金） 
第２３条   本校在学生のうち特に学業成績に優れ、他の模範となる学生については奨学金を支給 
      する。支給規定については別に定める。 
（懲 戒） 
第２４条   校長及び教員は、学生が本学則、その他本校の定める諸規定を守らず、又その本分に 
      反した行為があり、教育上必要があると認めるときは、当該学生に懲戒を行う。 
     ２前項に規定する懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は校長がこれを行う。 
     ３前項に規定する退学の処分は、次の各号の一に該当する学生に対して行うことができ 
      る。 
      １）性行不良で改良の見込がないと認められる者 

２）学力劣等で成業の見込がないと認められる者 
３） 正当な理由がなく欠席が２ヶ月を経過した者 
４） 学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した行為をした者 

（委託生） 
第２５条   公共団体その他の機関から本校の特定の教科課目につき学習を委託された者があると 
      きは選考のうえ、委託生として在学を許可することがある。 
（聴講生） 
第２６条   本校の教科課目中特定の科目を聴講しようとする者があるときは選考のうえ、聴講生 
      として在学を許可することがある。 
     ２学年、学期及び休業日等については、第５条から第７条までの規定を準用し、その他 
      の細目については別に定める。 
（委 任） 
第２７条   この学則の実施に関し必要な事項は、校長が別に定める。 
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付  則 

この学則は、昭和５８年４月１日から施行する。 この学則は、昭和５９年４月１日から施行する。 

この学則は、昭和６０年４月１日から施行する。 この学則は、昭和６１年４月１日から施行する。 

この学則は、平成 元 年４月１日から施行する。 この学則は、平成 ２ 年４月１日から施行する。 

この学則は、平成 ３ 年４月１日から施行する。 この学則は、平成 ４ 年４月１日から施行する。 

この学則は、平成 ５ 年４月１日から施行する。 この学則は、平成 ６ 年４月１日から施行する。 

この学則は、平成 ７ 年４月１日から施行する。 この学則は、平成 ８ 年４月１日から施行する。 

この学則は、平成 ９ 年４月１日から施行する。 この学則は、平成１０年４月１日から施行する。 

この学則は、平成１２年４月１日から施行する。 この学則は、平成１４年４月１日から施行する。 

この学則は、平成１５年４月１日から施行する。 この学則は、平成１７年４月１日から施行する。 

この学則は、平成１９年４月１日から施行する。 この学則は、平成２０年４月１日から施行する。 

この学則は、平成２１年４月１日から施行する。 この学則は、平成２２年４月１日から施行する。 

この学則は、平成２３年４月１日から施行する。 この学則は、平成２４年４月１日から施行する。 

この学則は、平成２５年４月１日から施行する。 この学則は、平成２６年４月１日から施行する。 

この学則は、平成２７年４月１日から施行する。 この学則は、平成２８年４月１日から施行する。 

この学則は、平成２９年４月１日から施行する。 この学則は、平成３０年４月１日から施行する。 

この学則は、平成３１年４月１日から施行する。  

 

 


